
目

次

規

則

○
賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
一

○
青
森
県
漁
港
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
二

○
青
森
県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（

同

）
…
二

○
下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

規

則

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
六
号

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
後
段
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
七

年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

七

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
被
保
護
者

健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

第
三
条
第
五
項
中
「
第
二
条
第
四
項
各
号
」
を
「
前
条
第
四
項
各
号
」
に
、
「
及
び
第
六
号
」
を

「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
漁
港
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
漁
港
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
漁
港
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
（
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、

「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
漁

港
漁
場
整
備
法
施
行
規
則
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め

る
。第

十
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「漁

港
漁
場
整
備
法

」
を
「漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
（
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、

「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
漁

港
漁
場
整
備
法
施
行
規
則
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
第
六
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「漁

港
漁
場
整
備
法

」
を
「漁

港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
号

下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
令
和
二
年
三
月

青
森
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
後
段
」

に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
一
号

青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
都
市
公
園
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
別
表
第
二
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
貸
切
使
用
以
外
の
使
用
の
場
合
並
び
に
同

表
第
五
号
イ
」
を
「
別
表
第
二
第
五
号
イ
」
に
改
め
、
「
及
び
同
号
ク
に
規
定
す
る
総
合
体
育
館
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
使
用
の
場
合
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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所
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発
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）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


